
(57)【要約】
【目的】本発明は、
イ、血液中の抗ゼラチン抗体、そのアレルゲンとなるゼラチン動物種及びその分画を測定
する方法と試薬
ロ、特定動物のみから得られるゼラチンと、これを添加した食品・薬剤
に関する物である。
【構成】以下の通り、構成する。
イ、血液中の抗ゼラチン抗体とその由来動物種を免疫反応を用いて測定する方法とその試
薬
ロ、血液中の抗特定分画ゼラチン抗体を免疫反応を用いて測定する方法とその試薬
ハ、ゼラチンを用いた皮内反応法とその注射剤
ニ、ゼラチンを用いたパッチ反応法とその試薬
ホ、食品・薬剤中のゼラチンの存在とその由来動物種を測定する方法とその試薬
ヘ、特定動物由来のゼラチンとこれを添加した食品・薬剤
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ゼ ラ チ ン 含 有 の 食 品 又 は 薬 剤 で あ っ て 、 ゼ ラ チ ン が ど の 動 物 由 来 か が 不 明 な 場 合 に お い て
、 特 定 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン 及 び 又 は α １ 分 画 を 使 用 し た 旨 を 明 確 に し た 食 品 又 は 薬 剤
【 請 求 項 ２ 】
特 定 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン 及 び 又 は α １ 分 画 が ヒ ト 、 ウ シ 、 ブ タ 、 ヒ ツ ジ 、 ニ ワ ト リ 、 鮭 の
い ず れ か で あ る 請 求 項 １ の 食 品 又 は 薬 剤
【 請 求 項 ３ 】
薬 剤 が ワ ク チ ン 、 カ プ セ ル 剤 、 注 射 剤 の い ず れ か で あ る 請 求 項 １ の ゼ ラ チ ン 含 有 薬 剤
【 請 求 項 ４ 】
食 品 が ケ － キ 、 ゼ ラ チ ン ゼ リ － 、 ぐ み 、 煮 凝 等 の 食 品 材 料 の い ず れ か で あ る 請 求 項 １ の ゼ
ラ チ ン 含 有 食 品
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 産 業 上 の 利 用 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
本 発 明 は 、
イ 、 血 液 中 の 抗 ゼ ラ チ ン 抗 体 、 そ の ア レ ル ゲ ン と な る ゼ ラ チ ン 動 物 種 及 び そ の 分 画 を 測 定
す る 方 法 と 試 薬
ロ 、 特 定 動 物 の み か ら 得 ら れ る ゼ ラ チ ン と 、 こ れ を 添 加 し た 食 品 ・ 薬 剤
に 関 す る 物 で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
従 来 、 ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 を 発 見 す る に は 、 反 応 を 起 こ し た 食 品 や 薬 剤 の 共 通 成 分 を 推
定 い く の が 一 般 的 で 、 時 間 を 要 し た 。 又 、 専 門 医 に ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 と 診 断 さ れ て も
、 ゼ ラ チ ン は 、 様 々 な 食 品 や 薬 剤 に 微 量 ず つ 含 ま れ て い る の で ど の 食 品 を 避 け る べ き か 不
明 で 、 又 ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 用 の 食 品 も な い 。
更 に ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 は 、 一 般 に 用 い ら れ る 薬 剤 、 例 え ば 疾 病 予 防 の 為 に 当 然 投 与 さ
れ る べ き 必 要 な ワ ク チ ン も 、 ゼ ラ チ ン を 含 む 為 、 時 に は 避 け な く て は な ら な か っ た 。
【 発 明 が 解 決 し ょ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
本 発 明 者 は 、 長 い 間 、 ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 の 簡 便 な 発 見 方 法 、 食 品 ・ 薬 剤 中 の 微 量 ゼ ラ
チ ン の 検 出 方 法 、 及 び ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 用 の 食 品 ・ 薬 剤 の 研 究 に 努 め た 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
そ の 結 果 、 本 発 明 者 は 、 ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 の 簡 便 な 発 見 方 法 と し て 、 下 記 １ 、 ２ 、 ３
、 ４ を 確 立 し た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
１ 血 液 中 の 抗 ゼ ラ チ ン 抗 体 と そ の 由 来 動 物 種 を 免 疫 反 応 を 用 い て 測 定 す る 方 法 と そ の 試 薬
。
ヒ ト 血 清 中 の 抗 ゼ ラ チ ン 抗 体 を 、 酵 素 免 疫 反 応 （ Ｅ Ｌ Ｉ Ｓ Ａ ） で 測 定 す る 時 、 ど の 種 の ゼ
ラ チ ン と 交 叉 す る か 知 る 為 、 あ ら か じ め 動 物 種 が 明 確 な ゼ ラ チ ン を 、 種 別 に プ レ － ト に コ
－ ト す る 事 、 及 び 抗 ゼ ラ チ ン 抗 体 と し て 、 Ｉ ｇ Ｅ を 捕 捉 す る 為 、 第 二 抗 体 と し て 、 抗 ヒ ト
Ｉ ｇ Ｅ 抗 体 を 用 い る 測 定 法 及 び そ の 試 薬 。
　 つ ま り 試 薬 と し て 、 １ ） 各 種 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン を コ － ト し た プ レ － ト ２ ） 酵 素 標 識 抗
ヒ ト Ｉ ｇ Ｅ 抗 体 ３ ） 発 色 基 質 （ Ｔ Ｍ Ｂ ， 過 酸 化 水 素 ） ４ ） 反 応 停 止 液 （ 硫 酸 ） を 用 い 、 一
般 の 酵 素 免 疫 反 応 に よ り ヒ ト 血 清 を 検 体 と し て 測 定 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
も ち ろ ん 、 免 疫 反 応 と し て 、 酵 素 免 疫 反 応 に 限 定 さ れ ず 、 Ｒ Ｉ Ａ ， 免 疫 発 光 法 、 凝 集 反 応
他 を 含 み 、 酵 素 標 識 の 抗 体 と し て は 、 ポ リ ク ロ － ナ ル 又 は モ ノ ク ロ － ナ ル 抗 体 を 問 わ ず 、
又 そ れ を 放 射 性 物 質 、 発 光 物 質 で 標 識 し た 物 、 無 標 識 物 で も 良 い 。
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プ レ － ト を ゼ ラ チ ン で コ － ト す る 時 、 プ レ － ト 毎 に 動 物 種 を 変 え て も 良 い が 、 同 一 プ レ －
ト の 穴 毎 に か え て 、 パ ネ ル に す る 方 が 望 ま し い 。 同 一 検 体 と 複 数 の ゼ ラ チ ン と の 反 応 を 、
一 目 で 観 察 で き る か ら で あ る 。 又 、 動 物 種 毎 に プ レ － ト や 穴 に 、 マ － ク や 色 を つ け れ ば 識
別 し や す い 。
用 い る ゼ ラ チ ン の 動 物 種 と し て は 、 ウ シ 、 ブ タ 、 ニ ワ ト リ 、 羊 、 鮭 、 タ コ 等 、 又 こ れ に 限
定 さ れ な い 。
単 に 、 ゼ ラ チ ン 抗 体 を 検 出 す る な ら 、 プ レ － ト に コ － ト す る ゼ ラ チ ン は 、 複 数 種 を 混 合 し
た も の で 良 い が 、 そ れ で は 、 避 け る べ き ゼ ラ チ ン の 動 物 種 ま で は 明 確 に 成 ら な い 。 更 に 第
二 抗 体 は 、 抗 ヒ ト Ｉ ｇ Ｅ 抗 体 に 限 定 さ れ ず 、 抗 ヒ ト イ ム ノ グ ロ ブ リ ン 抗 体 で も 良 い が 、 抗
ヒ ト Ｉ ｇ Ｅ 抗 体 の 方 が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
２ 血 液 中 の 抗 特 定 分 画 ゼ ラ チ ン 抗 体 を 免 疫 反 応 を 用 い て 測 定 す る 方 法 と 試 薬 。
各 動 物 種 の ゼ ラ チ ン を 電 気 泳 動 で 分 画 し た 後 、 こ の 各 分 画 を 採 取 し 、 前 述 「 １ 」 と 同 様 に
、 プ レ － ト に コ － ト す る 。 他 は 前 述 「 １ 」 と 同 様 の 試 薬 と 測 定 法 で あ る 。 こ れ に よ り 、 抗
ゼ ラ チ ン 抗 体 と 反 応 す る 動 物 種 の み な ら ず 、 反 応 す る ゼ ラ チ ン の 分 画 ま で 確 定 で き る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
３ ゼ ラ チ ン を 用 い た 皮 内 注 射 法 と そ の 注 射 剤
各 動 物 種 由 来 の 微 量 の ゼ ラ チ ン を 、 例 え ば ウ シ 、 ニ ワ ト リ 、 サ ケ の 、 １ μ ｇ ～ ０ ． ０ １ μ
ｇ ／ ｍ ｌ を 各 別 個 の リ ン 酸 バ ッ フ ァ － に 溶 解 し 、 そ の ０ ． １ ｍ ｌ ～ ０ ． ０ １ ｍ ｌ を 皮 内 注
射 し 、 そ の 部 位 に 発 赤 を 生 じ る 時 に ど の 動 物 種 由 来 の ゼ ラ チ ン に 陽 性 か を 判 定 で き る 。
こ の 時 、 ゼ ラ チ ン は 、 前 述 「 ２ 」 の 電 気 泳 動 分 画 を 用 い れ ば 、 よ り 適 格 に ア レ ル ゲ ン を 推
定 で き る 。
ゼ ラ チ ン の 注 射 量 は 、 濃 度 ０ ． ０ １ μ ｇ ／ ｍ ｌ の 液 を 、 ０ ． ０ １ ｍ ｌ 投 与 で 、 充 分 で あ る
が 、 こ れ に 限 定 さ れ な い 。 溶 解 液 は 、 リ ン 酸 バ ッ フ ァ － が 望 ま し い が 、 そ れ 自 身 が 反 応 に
影 響 を 与 え な い も の で あ れ ば 、 代 用 で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
４ ゼ ラ チ ン を 用 い た パ ッ チ 反 応 法 と そ の 試 薬 。
各 種 動 物 由 来 の 、 例 え ば ウ シ 、 ニ ワ ト リ 、 鮭 由 来 の 微 量 の ゼ ラ チ ン 、 例 え ば １ ｍ ｇ ～ ０ ．
５ μ ｇ ／ 平 方 ｃ ｍ を 各 別 個 の パ ッ チ に 付 着 さ せ 、 こ れ を 、 通 常 の パ ッ チ 試 験 と 同 様 、 背 部
に 貼 り 、 そ の 部 位 に 発 赤 を 生 じ る 時 、 ど の 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン に 陽 性 か 判 定 で き る 。
こ の 時 、 ゼ ラ チ ン は 、 前 述 「 ２ 」 の 電 気 泳 動 分 画 を 用 い れ ば 、 よ り 適 格 に ア レ ル ゲ ン を 推
定 で き る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
従 来 ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － と 称 さ れ て い た 人 が 、 全 て の 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン に 反 応 す る も の
で は な く 、 ウ シ 由 来 の み に 反 応 す る こ と を 発 見 し た 。 又 、 特 定 分 画 と し て ウ シ 由 来 α ２ の
み と 反 応 し た 。 他 方 各 種 市 販 ゼ ラ チ ン を 調 べ た と こ ろ そ の 由 来 は 全 て ウ シ で あ っ た 。 ウ シ
が ゼ ラ チ ン の 原 料 と し て 繁 用 さ れ る か ら 、 い わ ゆ る ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 は 、 ウ シ 由 来 の
ゼ ラ チ ン の み に 反 応 す る の で あ る 。 ゼ ラ チ ン と し て ブ タ が 汎 用 さ れ れ ば 、 ゼ ラ チ ン ア レ ル
ギ － 者 の ア レ ル ゲ ン は 、 ブ タ ゼ ラ チ ン に 特 定 さ れ る 可 能 性 を 示 す 。
こ れ は 、 「 ゼ ラ チ ン は コ ラ － ゲ ン の 変 性 し た も の で あ り 、 コ ラ － ゲ ン は 構 造 上 動 物 種 差 が
な い か ら 、 ど の 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン も 一 緒 だ ろ う 。 だ か ら 、 ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 は 、 全
て の 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン に 反 応 す る は ず だ 。 」 と 言 う 一 般 の 思 い 込 み を 否 定 す る も の で あ
っ た 。
つ ま り 、 ゼ ラ チ ン は 、 構 造 上 、 機 能 上 、 由 来 動 物 の 種 差 は な い が 、 ア レ ル ギ － 反 応 の よ う
な 免 疫 上 の 違 い を 示 す と 言 う 事 で あ る 。
本 発 明 者 は 、 以 上 の 発 明 と 発 見 か ら 、 更 に 下 記 ５ ・ ６ の 発 明 を 完 成 し た 。
【 ０ ０ １ １ 】
５ 食 品 ・ 薬 剤 中 の ゼ ラ チ ン の 存 在 と 、 そ の 由 来 動 物 種 を 免 疫 反 応 を 用 い て 測 定 す る 方 法 と
試 薬 。
例 え ば 、 食 品 や 薬 剤 、 具 体 的 に は 、 ケ － キ や ワ ク チ ン 中 の ゼ ラ チ ン の 存 在 と 、 そ の 由 来 動
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物 種 を 知 る 為 、 サ ン ド イ ッ チ 法 に よ る 酵 素 免 疫 反 応 （ Ｅ Ｌ Ｉ Ｓ Ａ ） で 測 定 す る 時 、 サ ン ド
イ ッ チ 法 の 一 方 又 は 両 方 を 、 特 定 動 物 種 の ゼ ラ チ ン に の み 反 応 す る 抗 ゼ ラ チ ン 抗 体 を 用 い
る こ と を 特 長 と す る 測 定 法 及 び そ の 試 薬 で あ る 。
試 薬 と し て は 、 １ ） 特 定 動 物 種 の ゼ ラ チ ン に 反 応 す る 抗 ゼ ラ チ ン 抗 体 を コ － ト し た プ レ －
ト ２ ） 特 定 動 物 種 の ゼ ラ チ ン に 反 応 す る 酵 素 標 識 抗 体 ３ ） 発 色 基 質 （ Ｔ Ｍ Ｂ 、 過 酸 化 水 素
） ４ ） 反 応 停 止 液 （ 硫 酸 ） を 用 い 一 般 の 酵 素 免 疫 反 応 に よ り 、 食 品 又 は 薬 剤 を 検 体 と し て
測 定 す る 。
食 品 や 薬 剤 が 直 接 検 体 と し て 用 い 難 い 形 状 の 時 は 、 こ れ を 強 酸 （ 又 は ア ル カ リ ） で 処 理 す
れ ば 、 ゼ ラ チ ン が 抽 出 さ れ る の で 、 強 酸 （ 又 は ア ル カ リ ） を 除 き 、 適 当 な 緩 衝 液 、 例 え ば
リ ン 酸 バ ッ フ ァ － に 溶 解 さ せ て 検 体 と す る 。
免 疫 反 応 と し て は 、 酵 素 免 疫 反 応 の み で な く 、 Ｒ Ｉ Ａ 、 免 疫 発 光 法 、 凝 集 反 応 他 を 含 み 、
サ ン ド イ ッ チ 法 で 使 用 す る 抗 体 は ポ リ ク ロ － ナ ル 又 は モ ノ ク ロ － ナ ル 抗 体 を 問 わ ず 、 又 、
そ れ を 、 酵 素 、 放 射 性 物 質 、 発 光 物 質 で 標 識 し た も の で も 良 い 。 特 定 動 物 種 と し て は 、 ウ
シ 、 ブ タ 、 ニ ワ ト リ 、 鮭 に 限 定 さ れ な い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
６ 特 定 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン と こ れ を 含 む 食 品 、 薬 剤 。
特 定 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン を 得 る に は 、 ゼ ラ チ ン 製 造 時 に は 、 単 一 動 物 種 の み を 扱 い 、 得 ら
れ た ゼ ラ チ ン を 他 種 の も の と 混 合 し な い 。 用 い る ゼ ラ チ ン の 動 物 種 と し て は 、 ウ シ 、 ブ タ
、 ニ ワ ト リ 、 羊 、 鮭 、 タ コ な ど 、 こ れ に 限 定 さ れ な い 。
ウ シ ゼ ラ チ ン は 、 そ の 骨 を 原 料 と し 、 強 酸 （ 強 ア ル カ リ ） 、 脱 灰 の 処 理 で 製 す る が 、 他 の
動 物 で も 、 例 え ば 、 ブ タ 、 羊 、 ニ ワ ト リ で も 同 様 に 可 能 で 有 る 。
動 物 で も 、 魚 類 は 、 例 え ば 鮭 は 、 皮 を 用 い る 。 軟 体 類 は 、 例 え ば タ コ 、 イ カ は 、 そ の ま ま
用 い る 。 又 、 ウ シ 、 ブ タ 、 羊 、 ニ ワ ト リ は 、 皮 も 利 用 で き る 。
皮 を 原 料 と す る 時 は 、 真 皮 の み を 用 い る 事 が 望 ま し い 。 軟 体 類 や 皮 か ら の 場 合 、 強 酸 （ 強
ア ル カ リ ） に 漬 け 、 加 熱 す る こ と で 抽 出 さ れ る 。
ゼ ラ チ ン の 製 法 は 、 本 法 に 限 定 さ れ ず 、 例 え ば 、 コ ラ － ゲ ン を 製 し 、 こ れ を 、 加 熱 変 性 さ
せ て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
７ 特 定 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン を 含 む 食 品 及 び 又 は 薬 剤 。

各 種 由 来 の ゼ ラ チ ン を 、 従 来 の 原 料 不 明 の ゼ ラ チ ン に 代 え て 、 食 品 や 薬 剤 に 加 え れ
ば 、 特 定 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン を 含 む 食 品 ・ 薬 剤 が 得 ら れ る 。 特 定 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン を 、
で き る だ け 多 く そ ろ え る こ と は 、 将 来 、 ウ シ 以 外 の 動 物 ゼ ラ チ ン に ア レ ル ギ － が 現 れ た 時
に 、 有 用 で あ る 。
食 品 に 加 え る ゼ ラ チ ン は 、 そ の 食 味 の 点 か ら 他 の 材 料 に 代 え 難 い 。 例 え ば 、 ゼ ラ チ ン ゼ リ
－ や 、 煮 凝 で あ る 。
薬 剤 に 加 え る ゼ ラ チ ン は 、 薬 剤 の 安 定 化 の 為 に 代 え 難 い 。 例 え ば 、 ワ ク チ ン や カ プ セ ル で
あ る 。 ワ ク チ ン に 、 代 用 物 質 と し て ウ シ 血 清 ア ル ブ ミ ン や ヒ ト 血 清 ア ル ブ ミ ン を 加 え る 事
は 、 抗 原 性 、 安 全 性 で 問 題 が あ る 。
又 、 ワ ク チ ン は 、 時 に 、 ゼ ラ チ ン を 培 地 と し て 用 い 、 ふ け い 剤 と し て 用 い る 。
こ れ ら の 時 、 一 般 に 用 い ら れ る ゼ ラ チ ン に 代 え て 、 特 定 動 物 種 、 例 え ば 、 ニ ワ ト リ 由 来 の
ゼ ラ チ ン を 使 用 す れ ば 、 従 来 製 し て い た も の と 同 じ 食 品 や 薬 剤 が 、 同 じ 製 法 で 得 ら れ 、 同
じ 効 果 を 得 ら れ 、 ウ シ ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 は 安 心 し て 利 用 で き る 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ １ ４ 】
ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 患 者 血 清 中 の 抗 ゼ ラ チ ン 抗 体 と そ の 由 来 動 物 種 を 測 定 し た 。 健 常 者 血
清 を 対 照 と し 、 次 の 試 薬 で 酵 素 免 疫 反 応 を 行 っ た 。
試 薬 １ 、 ウ シ （ タ イ プ Ｉ コ ラ － ゲ ン 型 ） ゼ ラ チ ン 、 ニ ワ ト リ （ タ イ プ Ｉ コ ラ － ゲ ン 型 ） ゼ
ラ チ ン 、 鮭 由 来 ゼ ラ チ ン を 各 ０ ． ５ μ ｇ ／ 穴 を コ － ト し た マ イ ク ロ プ レ － ト
試 薬 ２ 、 Ｈ Ｒ Ｐ 標 識 抗 ヒ ト Ｉ ｇ Ｅ 抗 体 （ ラ ッ ト 由 来 ポ リ ク ロ － ナ ル ）
試 薬 ３ 、 Ｔ Ｍ Ｂ 試 薬 （ Ｔ Ｍ Ｂ ０ ． １ ％ ， 過 酸 化 水 素 ０ ． ０ ２ ％ 、 ０ ． １ Ｍ ク エ ン 酸 緩 衝 液
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）
試 薬 ４ 、 反 応 停 止 液 （ ０ ． ５ Ｍ 硫 酸 ）
検 体 は 、 リ ン 酸 緩 衝 液 で １ ０ ０ 倍 に 希 釈 し 、 １ ０ ０ μ ｌ ／ 穴 を 用 い た 。
測 定 方 法 ： 試 薬 １ に 検 体 １ ０ ０ μ ｌ ／ 穴 → ２ 時 間 イ ン キ ュ ベ － シ ョ ン 及 び 洗 浄 → 試 薬 ２ 、
１ ０ ０ μ ｌ ／ 穴 → １ 時 間 イ ン キ ュ ベ － シ ョ ン お よ び 洗 浄 → 試 薬 ３ 、 １ ０ ０ μ ｌ → ３ ０ 分 イ
ン キ ュ ベ － シ ョ ン → 試 薬 ４ 、 ５ ０ μ ｌ → 測 定 （ 吸 光 度 ４ ５ ０ ｎ ｍ ）
結 果 ： 検 体 中 に は 、 抗 ウ シ ゼ ラ チ ン 抗 体 が 認 め ら れ た が 、 抗 ニ ワ ト リ ゼ ラ チ ン 抗 体 、 抗 鮭
ゼ ラ チ ン 抗 体 は 認 め ら れ な か っ た 。 よ っ て 、 こ の ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 患 者 は 、 ウ シ ゼ ラ チ
ン ア レ ル ギ － で 、 ウ シ ゼ ラ チ ン の み 避 け れ ば 良 い 。 又 、 本 法 は 、 血 清 中 の 抗 ゼ ラ チ ン 抗 体
の 存 在 と そ の 由 来 動 物 種 を 測 定 す る 方 法 と な り 得 る 。
【 実 施 例 ２ 】
【 ０ ０ １ ５ 】
ウ シ 由 来 ゼ ラ チ ン を 電 気 泳 動 に よ り 分 画 し た 。 こ の 分 画 の 中 か ら 、 α １ と α ２ を 、 「 実 施
例 ２ 」 の 「 試 薬 １ 」 を 置 き 換 え 「 実 施 例 ２ 」 と 同 様 の 実 験 を 行 っ た 。
結 果 ： 検 体 中 の 抗 ウ シ 由 来 ゼ ラ チ ン 抗 体 は α ２ 分 画 に の み 反 応 し 、 α １ 分 画 と は 反 応 し な
か っ た 。 よ っ て 、 こ の ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 患 者 は 、 ウ シ α ２ 分 画 の み が ア レ ル ゲ ン で 、 ウ
シ 由 来 ゼ ラ チ ン を 食 品 や 薬 剤 に 用 い る 時 、 α ２ 分 画 を 除 い て 用 い れ ば 良 い 。
【 実 施 例 ３ 】
【 ０ ０ １ ６ 】
ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 に ウ シ 由 来 ゼ ラ チ ン 、 ニ ワ ト リ 由 来 ゼ ラ チ ン 、 サ ケ 由 来 ゼ ラ チ ン の
各 ０ ． ０ ０ １ μ ｇ ／ １ ０ μ ｌ リ ン 酸 バ ッ フ ァ － を 皮 内 注 射 し た 。
又 、 日 を あ ら た め 、 こ れ ら の 注 射 薬 を 、 同 量 、 同 一 人 に 皮 下 注 射 し た 。
結 果 ： 皮 内 注 射 後 、 ウ シ 由 来 ゼ ラ チ ン の み 、 翌 日 に 発 赤 を 示 し 、 ニ ワ ト リ 及 び サ ケ 由 来 ゼ
ラ チ ン は 発 赤 を 観 察 さ れ な か っ た 。 皮 下 注 射 つ い て も 、 異 常 が な か っ た 。
よ っ て 、 ゼ ラ チ ン を 用 い た 皮 内 注 射 反 応 法 は 、 ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ ー 患 者 の 発 見 と 、 そ の ゼ
ラ チ ン 由 来 種 を 明 確 に す る 。 又 、 非 ウ シ 由 来 ゼ ラ チ ン を 含 む 注 射 薬 剤 は ウ シ ゼ ラ チ ン ア レ
ル ギ － 者 に 安 全 に 投 与 し 得 る 。
【 実 施 例 ４ 】
【 ０ ０ １ ７ 】
ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 患 者 の 背 部 に 、 ウ シ 由 来 ゼ ラ チ ン 、 ニ ワ ト リ 由 来 ゼ ラ チ ン 、 サ ケ 由 来
ゼ ラ チ ン の １ ０ ０ μ ｇ ／ ９ 平 方 ミ リ メ － ト ル の ガ － ゼ を し っ か り と 貼 り 付 け た 。
結 果 ： 付 着 後 、 ウ シ 由 来 ゼ ラ チ ン の み が 、 ２ 日 後 赤 色 斑 を 示 し 、 ニ ワ ト リ 及 び ワ ケ 由 来 ゼ
ラ チ ン に は 赤 色 斑 が 観 察 さ れ な か っ た 。 よ っ て 、 ゼ ラ チ ン を 用 い た パ ッ チ 反 応 法 は 、 ゼ ラ
チ ン ア レ ル ギ － 患 者 の 発 見 と 、 そ の ア レ ル ギ － 由 来 種 を 明 確 に す る 。
【 実 施 例 ５ 】
【 ０ ０ １ ８ 】
食 品 及 び 薬 剤 の ゼ ラ チ ン の 存 在 と そ の 由 来 動 物 を 測 定 し た 。 ゼ ラ チ ン を 大 量 に 含 む 水 菓 子
及 び Ｍ Ｍ Ｒ ワ ク チ ン を 検 体 と し 、 次 の 試 薬 で 酵 素 免 疫 反 応 を 行 っ た 。 対 象 検 体 に は 、 ウ シ
ゼ ラ チ ン 、 ニ ワ ト リ ゼ ラ チ ン （ 共 に タ イ プ Ｉ コ ラ － ゲ ン 型 ） を 使 用 し た 。
試 薬 １ 、 抗 ウ シ （ タ イ プ Ｉ コ ラ － ゲ ン 型 ） ゼ ラ チ ン 抗 体 、 抗 ニ ワ ト リ （ タ イ プ Ｉ コ ラ － ゲ
ン 型 ） ゼ ラ チ ン 抗 体 を 各 ０ ． ５ μ ｇ ／ 穴 を コ － ト し た マ イ ク ロ プ レ － ト
試 薬 ２ － １ 、 Ｈ Ｒ Ｐ 標 識 抗 ウ シ （ タ イ プ Ｉ コ ラ ー ゲ ン 型 ） ゼ ラ チ ン 抗 体
試 薬 ２ － ２ 、 Ｈ Ｒ Ｐ 標 識 抗 ニ ワ ト リ （ タ イ プ Ｉ コ ラ － ゲ ン 型 ） ゼ ラ チ ン 抗 体
試 薬 ３ 、 Ｔ Ｍ Ｂ 試 薬 （ Ｔ Ｍ Ｂ ０ ． １ ％ ， 過 酸 化 水 素 ０ ． ０ ２ ％ 、 ０ ． １ Ｍ ク エ ン 酸 緩 衝 液
）
試 薬 ４ 、 反 応 停 止 液 （ ０ ． ５ Ｍ 硫 酸 ）
検 体 は 、 リ ン 酸 緩 衝 液 に 溶 解 さ せ 、 １ ０ ０ μ ｌ ／ 穴 を 用 い た 。
測 定 方 法 ： 試 薬 １ に 検 体 １ ０ ０ μ ｌ ／ 穴 → ２ 時 間 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 及 び 洗 浄 → 試 薬 ２ －
１ 、 ２ － ２ 、 各 １ ０ ０ μ ｌ ／ 穴 → １ 時 間 イ ン キ ュ ベ － シ ョ ン お よ び 洗 浄 → 試 薬 ３ 、 １ ０ ０
μ ｌ → ３ ０ 分 イ ン キ ュ ベ － シ ョ ン → 試 薬 ４ 、 ５ ０ μ ｌ → 測 定 （ 吸 光 度 ４ ５ ０ ｎ ｍ ） し 、 Ｏ
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Ｄ 値 の 高 さ で 判 定 。
結 果 ： 検 体 中 に は 、 ウ シ 由 来 ゼ ラ チ ン が 認 め ら れ た が 、 ニ ワ ト リ 由 来 ゼ ラ チ ン は 認 め ら れ
な か っ た 。 よ っ て 、 本 法 は 、 食 品 ・ 薬 剤 中 の ゼ ラ チ ン の 存 在 と そ の 由 来 動 物 種 を 測 定 す る
方 法 と な り 得 る 。
【 実 施 例 ６ 】
【 ０ ０ １ ９ 】
ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 に 、 ウ シ 由 来 ゼ ラ チ ン 、 ニ ワ ト リ 由 来 ゼ ラ チ ン 、 サ ケ 由 来 ゼ ラ チ ン
各 ０ ． ０ ３ ％ 含 有 ０ ． ０ １ Ｍ ク エ ン 酸 水 １ ０ ｍ ｌ を 口 く う 内 に ２ ０ 秒 間 含 ま せ 、 吐 き 出 さ
せ た 後 、 観 察 し た 。
結 果 ： ウ シ 由 来 ゼ ラ チ ン の 時 の み 、 口 く う 内 に 発 赤 が 見 ら れ た が 、 ニ ワ ト リ 由 来 ゼ ラ チ ン
及 び サ ケ 由 来 ゼ ラ チ ン の 時 に は 、 口 く う 内 に 変 化 は 見 ら れ な か っ た 。 よ っ て 、 非 ウ シ 由 来
ゼ ラ チ ン を 用 い た 食 品 や 内 服 薬 剤 は ウ シ ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 に 使 用 で き る 。
【 実 施 例 ７ 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
鮭 由 来 ゼ ラ チ ン 、 ニ ワ ト リ 皮 膚 由 来 ゼ ラ チ ン を 、 別 々 に 、 温 湯 で 希 釈 し た 出 汁 に 加 え 、 加
熱 し た 後 、 冷 却 し 、 鮭 由 来 ゼ ラ チ ン と ニ ワ ト リ 由 来 ゼ ラ チ ン の 煮 凝 を 得 た 。 ウ シ ゼ ラ チ ン
ア レ ル ギ － 者 に 、 各 １ ０ ｇ を 、 食 し て も ら っ た が 、 ま っ た く 変 化 は な か っ た 。
こ れ に よ り 、 単 一 動 物 由 来 の ゼ ラ チ ン を 加 え た 食 品 が 得 ら れ る 事 、 非 ウ シ ゼ ラ チ ン 添 加 の
食 品 を 、 ウ シ ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 は 、 食 す る こ と が で き る こ と が 明 ら か で あ る 。
【 実 施 例 ８ 】
【 ０ ０ ２ １ 】
ニ ワ ト リ 由 来 ゼ ラ チ ン を ３ ％ 濃 度 に 、 ０ ． ０ １ Ｍ 酢 酸 に 溶 解 さ せ た 後 、 乾 燥 さ せ て 、 シ －
ト 状 に し た 。 こ の シ － ト で 、 乳 糖 １ ０ ０ ｍ ｇ を 包 み 、 ウ シ ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 に 、 内 服
し て も ら っ た が 、 ま っ た く 変 化 は 見 ら れ な か っ た 。
こ れ に よ り 、 非 ウ シ 由 来 の ゼ ラ チ ン は 、 ウ シ ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 に 、 カ プ セ ル と し て 使
用 で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
従 来 、 ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － は 、 卵 、 牛 乳 、 そ ば 等 の 食 物 ア レ ル ギ － と 同 様 切 実 な 問 題 で あ
っ た 。 卵 、 牛 乳 、 そ ば は 、 そ の 食 品 を 食 べ な け れ ば 済 む が 、 ゼ ラ チ ン は 、 そ の ま ま の 形 の
事 は な く 、 安 定 剤 と し て 薬 剤 に 、 食 感 剤 と し て 食 品 に 、 又 そ の 他 の 理 由 で 、 多 く の 食 品 、
薬 剤 に 含 ま れ て い る 。 し か し 含 有 を 明 示 さ れ て い る こ と は 少 な い 。
そ れ 故 、 薬 剤 や 食 品 で 、 異 常 反 応 を 示 し た 時 、 主 成 分 以 外 の ゼ ラ チ ン が 原 因 で あ る こ と を
特 定 す る こ と は 困 難 で あ っ た 。 又 、 ゼ ラ チ ン が ア レ ル ゲ ン と 判 明 し て も 、 避 け る べ き 食 品
は 不 明 で あ っ た 。 治 療 上 、 予 防 上 、 必 要 な 薬 剤 を 使 用 す る の に 不 安 で あ っ た 。
本 発 明 は 、 こ の よ う な 状 況 を 憂 慮 し 、 ゼ ラ チ ン ア レ ル ギ － 者 を 見 つ け だ し 、 ア レ ル ゲ ン と
な る 動 物 種 の ゼ ラ チ ン 及 び そ の 分 画 を 特 定 し 、 避 け る べ き 食 品 、 薬 剤 を 示 す こ と を 可 能 に
し 、 更 に 彼 等 の 為 に 必 要 な 食 品 と 薬 剤 の 供 給 を 可 能 に し た 。
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摘要(译)

要解决的问题：提供测量血液中抗明胶抗体，明胶动物物种及其成分过
敏原的方法和摄政者，以及从仅从特定动物获得的明胶和添加的食品/药
物的技术与此相同。ŽSOLUTION：测定抗明胶抗体的方法包括：使用免
疫反应测定血液及其原始动物中抗明胶抗体的方法和摄政方法;用免疫反
应测定抗特异性分数明胶抗体的方法和试剂;皮内反应的方法及其注射药
物;使用明胶及其注射药物的贴剂反应方法;用于测量食品/摄政物及其原
始动物物种中明胶存在的方法和摄政者;明胶来自特定的动物，食物/摄政
者也加入了明胶。Ž
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